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送
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山
梨
県
公
報

第
五
百
八
号

令
和
六
年

十
月
七
日

月　曜　日

目

次

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出	

三
九
九

○
公
共
測
量
の
実
施	

四
〇
〇

○
公
聴
会
の
実
施	

四
〇
〇

企

業

局

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

四
〇
〇

教
育
委
員
会

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て	

四
〇
〇

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 
郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役　

横
山
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
塩
山
店

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
熊
野
字
梶
畑
二
百
五
十
三
番
外

2　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

代
表
取
締
役　

横
山
英
昭

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
十
番
一
号

3　

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日　

令
和
七
年
五
月
十
九
日

4　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計　

千
二
百
七
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

5　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

四
十
八
台

㈡　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

収
容
台
数　

二
十
二
台

㈢　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

面
積　

三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

⑴　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

⑵　

容
量　

十
八
立
方
メ
ー
ト
ル

6　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

午
前
九
時

午
後
九
時
四
十
五
分

㈡　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま

で
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年
十
月
七
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四
〇
〇

推
進
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

八　

そ
の
他
必
要
な
事
項　

意
見
書
が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

企　

業　

局

◉　

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
九
十
四

年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日

本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
六
年
十
月
七
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

村　

松　
　

稔

一　

落
札
に
係
る
物
品
等

㈠　

名
称　

P
E
M
形
水
電
解
装
置

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠　

名
称　

山
梨
県
企
業
局
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
推
進
課

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日

四　

落
札
者

㈠　

名
称　

シ
ー
メ
ン
ス
・
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

㈡　

住
所　

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三

－

一

－

一
J
R
東
急
目
黒
ビ
ル
4
F

五　

落
札
金
額　

二
十
九
億
四
千
二
百
五
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

指
名
競
争
入
札

七　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日　

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日

教
育
委
員
会

◉　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

㈢　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

⑴　

数　

二
箇
所

⑵　

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

㈣　

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯　

午
前
六
時
か
ら
午
後

十
時
ま
で

三　

届
出
年
月
日　

令
和
六
年
九
月
十
八
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
七
日
ま
で

◉　

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
峡
東
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
1
級
G
N
S
S
（
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
法
）
）
地
図
情
報
レ
ベ
ル
5
0
0

　

3
級
基
準
点
網
図

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
大
月
市
の
一
部

三　

測
量
の
期
間　

令
和
六
年
九
月
三
十
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

◉　

公
聴
会
の
実
施

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

聴
会
を
開
催
す
る
。

令
和
六
年
十
月
七
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

開
催
期
日　

令
和
六
年
十
二
月
二
十
一
日
（
土
）
午
前
十
時

二　

開
催
場
所　

北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
五
百
二
十
一
番
地
十
七　

須
玉
ふ
れ
あ
い
館

三　

聴
こ
う
と
す
る
案
件　

韮
崎
都
市
計
画
道
路
（
双
葉
・
韮
崎
・
清
里
幹
線
）
の
決
定
に
つ
い
て

四　

意
見
書
の
提
出
先　

甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
地
八　

中
北
建
設
事
務
所
都
市
整
備
課

五　

意
見
書
の
提
出
方
法　

直
接
持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

六　

意
見
書
の
提
出
期
限　

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日
（
月
）
午
後
五
時
十
五
分

七　

都
市
計
画
の
案
の
概
要　

案
の
概
要
に
つ
い
て
は
省
略
し
、
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
中
北
建

設
事
務
所
、
甲
斐
市
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課
、
韮
崎
市
建
設
課
及
び
北
杜
市
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
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に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
六
年
十
月
七
日

山
梨
県
立
図
書
館

副

館

長　
　

小　
　

林　
　

久　
　

美

一　

随
意
契
約
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

㈠　

名
称　

山
梨
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
の
改
修
及
び
機
器
更
新
に
伴
う
移
設
業
務

㈡　

数
量　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

山
梨
県
立
図
書
館

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
北
口
二
丁
目
八
番
一

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
八
月
八
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

㈠　

名
称　

N
E
C
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
イ
ノ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

㈡　

住
所　

東
京
都
江
東
区
新
木
場
一
丁
目
十
八
番
七
号

五　

契
約
金
額　

二
億
千
百
七
十
九
万
九
千
五
百
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由　

本
業
務
は
、
山
梨
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
の
機
能
更

新
や
新
機
能
搭
載
等
の
改
修
作
業
に
加
え
、
現
行
サ
ー
バ
機
器
の
入
れ
替
え
に
伴
う
デ
ー
タ
移
行
作

業
を
行
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
既
存
シ
ス
テ
ム
の
構
造
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
仕
様
を
熟
知
し
た
う
え

で
、
改
修
作
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
N
E
C
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
イ
ノ
ベ
ー
タ
株
式
会

社
は
山
梨
県
立
図
書
館
情
報
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
事
業
者
で
あ
り
、
確
実
か
つ
迅
速
に
各
作
業
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
（
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め

る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
該
当
）
。
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